
170～173

2 ～ 7
39～52

39～52
10～33

55～56

60～61

118～137

62～63
138～143

144～152
また、卒業前の

実習教育訓練などの事前研修も避けてください。雇　用

　ハローワークで受理した高卒求人は、原則として、
「高卒就職情報ＷＥＢ提供サービス」でインターネット
により全国の高等学校に情報提供します。
　なお、指定校求人については、求人票（受理・確認印の
ある）のコピーを、高校へ直接送付または届けてください。
　高卒就職情報ＷＥＢ提供サービスに掲載された求
人は、学校関係者のみ閲覧できます。
【注意】やむを得ず採用計画の変更の必要が生じた場
合は、公共職業安定所及び学校長に対して必要な事
項を通知することが法律で定められています。（職業安
定法施行規則第 35 条第 2 項）。必ず事前にハローワーク
へ相談してください。

　採否はできるだけ即決とし、「採否結果通知書」（58頁
参照）により学校を通じて遅くとも７日以内（原則とし
て７日以内ですが、できるだけ早めが望まれます。）に本
人に通知するとともに、ハローワークへも通知してくだ
さい）。　なお、採用時には、書面により労働条件を明示
してください。また、不採用者の応募書類は、個人情報
の観点から応募者の出身校へ速やかに返却してください。

　求人者マイページからお申込みください。
　手書き帳票でのお申込みは管轄ハローワークにお申し
出ください。

ハローワーク
インターネット
サ ー ビ ス
求人者マイページ

申 込 方 法

求人入力例を参照してください。

Ⅱ　高等学校卒業者対象求人の流れについて
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39

55

62

58・62～63頁）

63

・平成31年度から、高等学校からの応募書類・紹介状は原則、応募先事業所に直接郵送されています。

28

28

応募書類・紹介状の送付（57頁）

選考結果・募集状況（59頁）

④
求
人
一
覧
表
の
作
成

〈一次応募〉

⑩採用決定者と家庭への連絡（138頁）
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求人区分等登録

求人者マイページからの高卒求人入力例

求人区分等

選考方法・応募前職場見学

事業所情報 仕事内容 賃金・手当 労働時間 保険・年金・定年等

青少年雇用情報

区分
「新規学卒者等」を選択してください

区分 詳細
「高卒」を選択してください

求人の対象年度
６月中は、旧年度と新年度の２つの年度
が表示されます。
お申込みを希望する卒業年度の選択に、
誤りがないようご注意ください。

区分２、トライアル雇用併用の希望
高卒求人は対象外のため入力不要

公開希望
高卒求人は「高卒就職情報 提供サービ
ス」という サイトで、全国の高等学校
に対して求人情報を公開します。
推薦を依頼する学校を指定する（指定校以
外は応募不可とする）場合は、「 求人情報
を公開しない」を選択してください。
（ ）
それ以外の場合は「 事業所名湯を含む求人
情報を公開する」を選択してください。

オンライン自主応募の受付
オンライン提供を不可とする機関
高卒求人は対象外のため入力不要
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仕事内容登録

頁
求人区分等

選考方法・応募前職場見学

事業所情報 仕事内容 賃金・手当 労働時間 保険・年金・定年等

青少年雇用情報

注：「無期雇用派遣労働者」は、誤解を招
かないよう「正社員」ではなく「無期雇用
派遣労働者」を選択してください。

仕事の内容
生徒が最も重視する項目の一つです。
「職種別記入例」（ ～ ）を参考
に応募者の目線に立ち、具体的でわかり
やすい表現をお願いします。

また、「従事すべき業務の変更の範囲」
を必ず入力してください。（ ）
例）「変更範囲：変更なし」

「変更範囲：会計・経理事務」等

雇用形態
「正社員以外」を選んだ場合は、「正社
員以外の名称」欄に、具体的な名称を入
力してください。（例：準社員 等）

雇用期間の定めの有無
正社員の場合は「雇用期間の定めなし」
を選択してください。

※「補足事項」欄等（ P47）
「7.選考方法・応募前職場見学」登録ページにある入力欄。
「求人条件に係る特記事項」欄を使用してもかまいません。

契約更新の可能性の有無
有期契約の場合は、契約更新の可能性の
有無を選択してください。
「あり」の場合は、「原則更新」か「条
件付きで更新あり」のいずれかを選択し
てください。
なお、通算契約期間または更新回数に上
限がある場合には、「補足事項」欄等(※)
に詳しく入力してください。
条件付きで更新ありの場合は、具体的な
更新条件も併せて記載してください。
（ ）
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求人区分等

選考方法・応募前職場見学

事業所情報 仕事内容 賃金・手当 労働時間 保険・年金・定年等

青少年雇用情報

就業場所
本社で一括採用する等により、求人申込
み時に就業場所が特定できない場合は、
就業可能性のある工場・支店名等を入力
し、「補足事項」欄等(※)に、就業場所の
決定の方法・時期等を入力して下さい。

※「補足事項」欄等（ P47）
「7.選考方法・応募前職場見学」登録ページにある入力欄。
「求人条件に係る特記事項」欄を使用してもかまいません。

受動喫煙対策の有無 等
就業場所における受動喫煙対策の有無を
選択してください。
なお、「その他」を選択した場合は、
「屋内の受動喫煙対策に関する特記事
項」欄に詳細を入力してください。

転勤の可能性の有無
「あり」の場合は、「転勤範囲」欄に、
転勤の範囲を入力してください。
（ ）

マイカー通勤
「可」の場合は駐車場の有無や、有料か
無料か等の情報を「マイカー通勤の特記
事項」欄に入力してください。

試用期間の有無
試用期間の有無を選択してください。

試用期間中の労働条件
求人票に表記された労働条件と試用期間中
の労働条件が「異なる」場合は、
「補足事項」欄等(※)にその内容を入力し
てください。

既卒応募・中退者応募
高校卒業済みの方や、高校中退者応募可
否を入力してください。
なお、少なくとも卒業後３年以内の方は
新卒枠での応募受付を行うなど、若者の
雇用機会の拡大にご協力をお願いします。
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求人区分等

選考方法・応募前職場見学

事業所情報 仕事内容 賃金・手当 労働時間 保険・年金・定年等

青少年雇用情報

通学
従業員が資格取得などのために通学することの可
否を選択してください。
「可」の場合は、「 青少年雇用情報」 ～ 」
の「自己啓発支援の有無」に詳細を入力してくだ
さい。

必要な経験・知識・技能等
高校生は「未経験者」の採用が基本です。
できる限り応募の機会を広げていただくようお願
いします。

求人区分等

選考方法・応募前職場見学

事業所情報 仕事内容 賃金・手当 労働時間 保険・年金・定年等

青少年雇用情報

賃金・手当登録

賃金形態
該当する賃金形態を選択してください。
・月給…月額を決めて支給
・日給…日額を決めて支給
・時給…時間額を決めて勤務時間数に応じ

て支給
・年俸…年額を決めて各月に配分して支給
・その他…「その他の内容」欄に具体的に

入力してください。
月給制において、欠勤した場合に賃金控除
がある場合には、「補足事項」欄等(※)に
具体的に入力してください。

基本給（月額平均）
初任給を入力してください。（固定残業代
や各種手当は含めないでください。）
月平均労働日数
（ 日－年間労働日数）÷ ヶ月

定額的に支払われる手当
全員に対して毎月定額的に支払われる手当に
ついて、手当名と金額を入力してください。
皆勤手当や夜勤手当など、実績に応じて変動
する手当は「特別に支払われる手当」欄に入
力してください。

現行／確定
「現行」…申込み時点で賃金額の確定が困
難な場合、当該年の新規高等学校卒業採用
者の現行の賃金として入力してください。
「確定」…申込み時点で賃金が確定してい
る場合

※「補足事項」欄等（ P47）
「7.選考方法・応募前職場見学」登録ページにある入力欄。
「求人条件に係る特記事項」欄を使用してもかまいません。

賃金額については、「新規学校卒業者の初任給情報」 を参考にしてください
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求人区分等

選考方法・応募前職場見学

事業所情報 仕事内容 賃金・手当 労働時間 保険・年金・定年等

青少年雇用情報

※「補足事項」欄等（ P47）「7.選考方法・応募前職場見学」登録ページにある入力欄。
「求人条件に係る特記事項」欄を使用してもかまいません。

特別に支払われる手当
定額的に支払われる手当以外の手当について、
手当名と金額を入力してください。
また、「補足事項」等欄(※)に、その内容や
支給要件、夜勤手当等は回数によるモデル
ケース等の詳細を入力してください。

新規学卒者の昇給制度の有無
新規学卒者について、最初の１年間に昇給す
る制度(※)がある場合は「あり」を選択して
ください。（※採用された年度の翌年度の
月 日までの昇給を含む）

新規学卒者の昇給（前年度実績）の有無
前年度に新規学卒者が昇給した実績がある場
合は、ベースアップ込みの月当たりの額また
は月額に対する割合（％）を入力してくださ
い。
前年度に新規学卒者の採用実績がない場合は、
「なし」を選択してください。

新規学卒者の賞与制度の有無
新規学卒者について、初年度（採用された年
度の 月 日まで）に賞与を支給する制度が
ある場合は「あり」を選択してください。

新規学卒者の賞与（前年度実績）の有無
前年度に新規学卒者に賞与を支給した実績が
ある場合は、支給回数と、年間の支給合計月
数または支給合計額(※)を入力してください。
（※新規学卒者に対する平均支給金額）
前年度に新規学卒者の採用実績がない場合は、
「なし」を選択してください。

一般労働者の賞与制度の有無
新規学卒者に限らず、一般労働者に賞与を支
給する制度がある場合は、「あり」を選択し
てください。
一般労働者の賞与（前年度実績）の有無
前年度に一般労働者に賞与を支給した実績が
ある場合は、支給回数と、年間の支給合計月
数または支給合計額(※)を入力してください。
（※一般労働者に対する平均支給金額）

固定残業代の有無
固定残業代がある場合は「あり」を選択し、
金額を入力してください。
また、「固定残業代に関する特記事項」欄に
以下文を時間数を編集の上入力してください。
【時間外手当は、時間外労働の有無にかかわ
らず、固定残業代として支給し、●時間を越
える時間外労働は追加で支給】
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労働時間登録

求人区分等

選考方法・応募前職場見学

事業所情報 仕事内容 賃金・手当 労働時間 保険・年金・定年等

青少年雇用情報
交代制 シフト制 等の有無
【交代制（シフト制）】
シフトの就業時間が複数ある場合には、入力欄
を追加し、それぞれの就業時間帯（３つまで）
を入力してください。

【フレックスタイム制】
「就業時間１」に、標準となる 日の就業時間
を入力し、「補足事項」欄等(※)にフレキシブ
ルタイム・コアタイムを入力してください。

【裁量労働制】
特に指定がなければ「就業時間１」に入力する
必要はありませんが、「補足事項」欄等(※)に
詳細を入力してください。
＜記載例＞
裁量労働制（○○業務型）により、出退社時刻は自由
であり、○時間勤務したものとみなす。

【変形労働時間制】
特に指定がなければ「就業時間１」に入力する
必要はありませんが、「補足事項」欄等(※)に
詳細を入力してください。
＜記載例＞
変形労働時間制により始業は○時～○時、終業は○時～○時
とし、シフト制で決定する。
（１ヶ月単位の場合）

※「補足事項」欄等（ P47）
「7.選考方法・応募前職場見学」登録ページにある入力欄。
「求人条件に係る特記事項」欄を使用してもかまいません。

休日
毎週定休曜日を選択してください。（隔週休み
等、毎週休みでない曜日は選択しない。）
年末年始休暇や夏期休暇などの特別休暇がある
場合は、「その他」にチェックし、「その他
（任意）」欄に詳細を入力してください。

週休二日制
週休二日制の実施について、該当する項目を選
択してください。
【毎週】
完全週休二日制の場合

【その他】
それ以外の形態で週休二日制を実施して
いる場合（隔週週休二日制 等）

【なし】
週休二日制を実施していない場合

協定における特別条項の有無
協定に特別条項（限度時間（月 等）を超

える労働時間を延長することができる旨を定め
たもの）がある場合には、「特別な事情・期間
等」に詳細を入力してください。
＜記載例＞
○○のとき（特別な事情）は、１日○時間まで、○回
を限度として 箇月○○時間まで、 年○○○時間ま
で延長できる
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求人区分等

選考方法・応募前職場見学

事業所情報 仕事内容 賃金・手当 労働時間 保険・年金・定年等

青少年雇用情報

※「補足事項」欄等（ P47）
「7.選考方法・応募前職場見学」登録ページにある入力欄。
「求人条件に係る特記事項」欄を使用してもかまいません。

保険・年金・定年等登録

入居可能住宅
入居可能な住宅がある場合は、該当する項
目「単身用あり」「世帯用あり」を選択し、
入居可能な住宅がない場合は「なし」を選
択してください。
なお、利用条件や宿舎費用などの詳細、空
きが出れば利用可能な住宅がある場合等は、
「補足事項」等欄(※)に入力してください。

求人区分等

選考方法・応募前職場見学

事業所情報 仕事内容 賃金・手当 労働時間 保険・年金・定年等

青少年雇用情報

選考方法・応募前職場見学登録 求人数
通勤…入居可能住宅を用意しない場合
住込…用意した住宅に入居することを条件

とするとき
不問…労働者の希望があれば入居可能住宅

を用意するとき

受付期間
受付開始は９月５日以降です。

新卒入社日
新規学卒予定者を採用した場合の入社予定
日を入力してください。

既卒者等の入社日
既卒者や中退者の応募を「可」とした場合
の入社日について選択してください。
（応募可否の設定 ）
「日にちを指定」を選択した場合は、あわ
せて入社日を入力してください。
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求人区分等

選考方法・応募前職場見学

事業所情報 仕事内容 賃金・手当 労働時間 保険・年金・定年等

青少年雇用情報

※「補足事項」欄等（ P47）
「7.選考方法・応募前職場見学」登録ページにある入力欄。
「求人条件に係る特記事項」欄を使用してもかまいません。

応募前職場見学
「可」を選択した場合は、「随時」「補足
事項欄参照」のいずれかを選択し、後者を
選択した場合は、見学にかかる詳細につい
てを「補足事項」等欄(※)に入力してくだ
さい。
なお、「応募前職場見学」は生徒が事前に
職業や職場への理解を深め適切な職業選択
や事前の理解不足による就職後の早期離職
の防止を目的としております。
このことをご理解いただき、応募前職場見
学が求人者の採用選考の場とならないよう
十分にご注意ください。（ ）

複数応募の可否
高校生は原則一人１社制の応募となってい
ますが、新潟県では選考日が 月 日以降
からは一人２社までの複数応募が可能とな
ります。
なお、複数応募の開始日等は都道府県ごと
に異なり、就業場所が属する都道府県の取
り扱いが適用されるため、就業場所が新潟
県外の場合は各都道府県の状況をご確認の
上、入力してください（ ～ ）

面接選考結果通知
原則として３日以内、遅くとも７日以内と
してください（ ）

その他の選考方法
選考方法の「その他」にチェックを入れ、
全国高等学校統一応募用紙（履歴書）の作
成方法について、以下のいずれかを必ず入
力してください。（ ）

「履歴書：手書き作成」
「履歴書：パソコン作成」
「履歴書：手書き・パソコン作成どちらで
も可」

選考日
選考開始期日は９月 日以降です。
なるべく多くの学生等に応募の機会を与え
るため、「 月 日以降随時」としていた
だけるよう、ご協力をお願いします。
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求人区分等

選考方法・応募前職場見学

事業所情報 仕事内容 賃金・手当 労働時間 保険・年金・定年等

青少年雇用情報

補足事項
求人条件にかかる特記事項
各項目で書ききれなかった内容や応募上の
注意事項などを入力してください。
（例）
・二次選考について
・筆記試験、適性検査等の詳細
・特別に支払われる手当の詳細
・夜勤手当の詳細や回数の目安
・試用期間中の労働条件
・転勤範囲、就業場所の詳細

等

【記載のポイント】
生徒は「自分の未来像が具体的にイメージ
できる」情報や「自分と接点がある」情報
に興味を持ちます。
企業の求める具体的な人物像や、企業の特
色、身に着けることができる技術や新入社
員の研修制度などを合わせて記載すると、
より効果的に企業の魅力をアピールするこ
とができます。
また、転勤（異動）・休日・福利厚生の利
用実績やノルマの状況など具体的に記載す
ることは、ミスマッチを防ぎ早期離職の防
止につながりますので、積極的に入力して
ください。

指定校推薦
推薦を依頼する学校を指定する（指定校以
外は応募不可とする）場合は、希望する学
校名等を入力してください。
また、「推薦依頼高校一覧」（ ）を
作成し、管轄のハローワークへご提出くだ
さい。

なお、指定校推薦の場合、求人情報は非公
開となるため、 月 日以降、推薦を依頼す
る学校へ個別に求人票（原本）を提出して
ください。

紹介希望安定所
入力不要です
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求人区分等

選考方法・応募前職場見学

事業所情報 仕事内容 賃金・手当 労働時間 保険・年金・定年等

青少年雇用情報

青少年雇用情報登録

既に終了した、直近の事業年度３年分の数字をご記入頂きます。

【例】令和８年６月に求人申込み／事業年度 月締め／４月採用
・令和７年度（令和７年１月～１２月）→ 令和７年４月採用者の情報
・令和６年度（令和６年１月～１２月）→ 令和６年４月採用者の情報
・令和５年度（令和５年１月～１２月）→ 令和５年４月採用者の情報

なお、「事業年度」は企業の事業年度とするほか、直近の定着状況の指標とするという趣旨を損
なわない範囲であれば、各企業の任意による捉え方としても差し支えありません。

「青少年雇用情報」に記載する年度

【注意】
青少年雇用情報欄は、可能な限り全ての項目を記入していただくようお願いいたします。
また、直近の３年度（下欄参照）に関する状況を記入頂くので、毎年同じ内容の求人を提出

する場合でも、必ず最新の情報をご用意頂く必要があります。
なお、原則として企業単位（営業所や店舗の単位ではありません）の情報とし、「正社員」

の求人であれば「正社員」の情報を、「正社員以外」の求人であれば「正社員以外」の労働者
の情報を、入力して下さい。

新卒者等採用者数
新卒者のほか、新卒者と同じ採用枠で採用
した既卒者など、新卒者と同じ処遇を行う
者を含みます。
なお、内定者数ではなく入社者数を入力し
てください。

新卒者等離職者数
各年度の離職者数については当該年度に採
用した者について記載してください。
（例）令和６年度に採用された者が、令和
７年度に離職した場合
→令和６年度の離職者数欄に記載

平均勤続勤務年数
労働者ごとの雇い入れられてから求人申込
みの時点までに勤続した年数を合計した値
を、労働者数で割って算出します。
（小数点第２位切捨て）

従業員の平均年齢
参考値として、求人申込みの時点での平均
年齢を入力してください。
（小数点第２位切捨て）
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求人区分等

選考方法・応募前職場見学

事業所情報 仕事内容 賃金・手当 労働時間 保険・年金・定年等

青少年雇用情報

研修の有無、内容
具体的な対象者や内容を入力してください。
全ての研修の内容を書き切れない場合は、
主な研修の内容のみ記入してください。
（例）
新入社員研修、管理職研修 等

自己啓発支援の有無、内容
教育訓練休暇制度、教育訓練短時間勤務制
度がある場合は、その情報を含めて記入し
てください。その他、配置等についての配
慮、始業終業時刻の変更、資格取得の費用
補助等もこの欄に記入してください。
（例）
会社が認めた資格の取得費用全額補助 等

制度として就業規則や労働協約に規定されていなくても、継続的に実施しており、かつそのこと
が従業員に周知されていれば「あり」と記入してください。

「職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況」について

※１ キャリアコンサルティング
労働者の職業の選択、職業生活設計または職業能力の開発や向上に関する相談に応じ、助言や指導を行う。

※２ セルフ・キャリアドック
労働者が自らのキャリアや身に付けるべき知識・能力等を確認することを通じて主体的なキャリア形成を行う

ことを支援するため、年齢、就業年数、役職等の節目において定期的にキャリアコンサルティングを受ける機会
を設定する仕組み。

キャリアコンサルティング制度の有無、内容
キャリアコンサルティング（※1）を実施する者が企業に雇用されているか
どうか、また資格の有無は問いませんが、企業内の仕組みとしてキャリア
コンサルティングが実施されていることが必要です。
また、セルフ・キャリアドック（※2）を実施している場合は、その情報を
含めて記入してください。

メンター制度の有無
メンター制度とは、新たに雇い入れた新卒
者等からの職業能力の開発と向上、その他
の職業生活に関する相談に応じ、必要な助
言や援助を行う者を、当該新卒者等に割り
当てる制度のことです。

社内検定等の制度の有無、内容
労働者に対し、企業が実施する職業に必要
な知識・技能に関する検定制度の有無、内
容を記入してください。自ら実施する社内
検定のほか、業界団体が実施する検定を活
用する場合も含みます。
（例）
・○〇操作社内技能検定
・トレーナー認定制度 等
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求人区分等

選考方法・応募前職場見学

事業所情報 仕事内容 賃金・手当 労働時間 保険・年金・定年等

青少年雇用情報

前事業年度の月平均所定外労働時間
＜算定方法＞
前事業年度の所定外労働時間の合計÷
各月１日に在籍している労働者の延べ人数
（管理的地位にある者については、算出対
象から除いて差し支えありません。）

数値を算出して記入する項目については、小数点第２位を切り捨て、
小数点第１位まで記入してください。

前事業年度の有給休暇の平均取得日数
＜算定方法＞
前事業年度の労働者ごとの年次有給休暇の
取得日数の合計÷前事業年度の労働者数
（有給休暇が付与されていない者について
は、算出対象から除いて差し支えありませ
ん。）

女性の役員割合
役員総数に占める女性役員の割合を入力し
てください。
（役員とは会社法上の役員並びにその職務
の内容及び責任の程度が役員に相当する者
を指します。）

女性の管理職割合
企業における管理職の総数に占める女性管
理職の割合を入力してください。
（管理職とは原則としていわゆる課長級以
上が該当します。）
なお、求人区分にかかわらず、企業全体に
雇用されているすべての労働者に関する情
報としてください。

区分ごとの情報（本求人に対する追加の情報提供）
求人申込みを行っている採用区分（例：総合職／一般職）、学歴別（大卒／
高卒）や営業職や店舗別、職種別などの情報についても、追加情報として極
力記入してください。
※追加の情報については、任意の区分の情報で構いません。

仮求人票を表示
最後まで入力を終えたら、「仮求人票」をプレビュー表示
（PDF）で見ることができますので、内容をよく確認の上、
登録を完了してください。
なお、「仮求人票」は印刷も可能ですが、学校訪問等に使
用することはできませんのでご注意ください。
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事業主の皆さまへ

パソコンの普及により、⼤学⽣等の履歴書やエントリーシート等の応募書類の作
成⽅法は、⼿書きではなく、パソコンによる作成が⼀般的になっています。
以下の観点から、⾼校⽣の履歴書についても、パソコンによる作成に御理解いた

だきますようお願いします。

⾼ 卒求 ⼈の申込みの際は履歴書の
パソコン⼊⼒可否を記載してください。

■職務遂⾏
・採⽤後も、事務系の仕事はパソコンでの作業が増えており、作業系の仕事でも
⽂字を書く機会は少なくなっています。

■作成・修正時間の短縮
・⼿書きよりも作成時間が短縮でき、修正や書き直しがスムーズに⾏えます。
・履歴書は、修正液や訂正印等による修正は不可とされており、書き損じた場合、
はじめから書き直す必要がありますが、パソコンの場合はその必要がありません。
・IT・デジタル化が進展する中、⼿間の削減や効率を重視する⽅が時代に即して
います。

■企業や職業研究のための時間確保
・履歴書の作成時間が短縮できる分、企業や職業研究、応募先の検討のための時
間を確保できます。

■早期離職の防⽌
・企業・職業研究、応募先の検討の時間が増えることで、早期離職の防⽌に繋が
ることが期待できます。

ハローワークで⾼卒求⼈受付時に、「履歴書の作成⽅法」を確認させていただ
きます。
求⼈申込みの「選考⽅法」欄の「選考⽅法のその他」欄に、履歴書の作成⽅法

について、「履歴書︓⼿書き作成」、「履歴書︓パソコン作成」、「履歴書︓⼿
書き・パソコン作成どちらでも可」のいずれかを記載いただくようお願いします。

※応募書類の作成⽅法によって採⽤選考の有利不利が⽣じることがないようお願
いします。

新潟労働局・ハローワーク

パソコンによる履歴書作成の必要性・メリット

求⼈申込時に確認をさせていただきます
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推推薦薦依依頼頼高高校校一一覧覧

推薦人数

人
安定所処理欄

（管内）
総数

（管外） 校

校 人

県 名安定所名

事業所名

県 名

職    種

■　推薦を依頼する高等学校等を記入のうえ、求人申込書（高卒）とともに窓口に提出してください。

安定所名 学 校 名学 校 名

（（別別添添１１））

推薦人数
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電気

介護職等

利用

　　　「仕事の内容」欄の職種別記入例2

必要な知識・技
能等（履修科目）

CADを学んだ方であれば尚可

必要な知識・技
能等（履修科目）

パソコンのキーボード入力が出来る方であれば尚可

必要な知識・技
能等（履修科目）

ワード、エクセル（定型フォーマットへの入力程度）
操作経験のある方であれば尚可

必要な知識・技
能等（履修科目）

ガス溶接技能講習修了者であれば尚可（未修了者は入
社後に講習を受けていただきます）
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必要な知識・技
能等（履修科目）

普通自動車免許（オートマ限定不可）
（入社までに取得見込みの方）

必要な知識・技
能等（履修科目）

普通自動車免許（オートマ限定可）
（入社までに取得見込みの方）

文房具、事務用品、書道用具などを企業、官公庁、個人商店
などに納品する業務です。ワンボックスカー（マニュアル車
の社用車）を使用します。配達範囲は県内です。重量物は少
ないですが、商品の積みおろしが必要なので、ある程度体力
に自信のある方を希望します。

−54−

　
　

求
人
の
流
れ
に
つ
い
て

Ⅱ　

高
等
学
校
卒
業
者
対
象



３ 求人票（高卒）

霞ヶ関電子工業 株式会社

カスミガセキデンシコウギョウ カブシキガイシャ

新潟県新潟市中央区美咲町１－２－１ 新潟美咲合同庁舎２号館
電子機器の開発・設計・販売

当社は 年に設立 周年を迎えた伝統ある企業ですが、
お客様のニーズを形にするために、変化を恐れず積極的に
チャレンジする風土が根付いています。

正社員 派遣・請負ではない 一般事務

給与、社会保険関係を中心とした事務を担当していただきます。
【主な業務】
・給与計算・勤怠（出勤・欠勤・残業など）管理
・社会保険関係の書類作成
・事務用遺品の管理・データ入力・電話応対 等
パソコンは、ワード、エクセルのほか、専用ソフトを使用します。
専用ソフトの使用方法やわからないことは、先輩社員が丁寧に指導します。

変更範囲：変更なし

あれば尚可
普通自動車免許（ＡＴ限定可、入社後の取得も可）

代表取締役 霞ヶ関一郎

雇用期間の定めなし

事業所所在地と同じ

新潟県新潟市中央区美咲町１－２－１ 新潟美咲合同庁舎２号館

可 あり
敷地内駐車場あり：有料
月額３千円

新潟県内：Ａ事業所、Ｂ事
業所

あり 労働条件 異なる ３ヶ月間
あり（屋内禁煙）

単身用 あり
世帯用 なし

あり

あり あり あり

月末

当月 日

月給

あり
あり

職務時間外手当は、時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代として
支給し、１０時間を超える時間外労働は追加で支給

皆勤

実費支給（上限あり）
月額 円まで

あり

あり

あり

交替制（シフト制）

時 分
時 分

時 分
時 分

あり あり
○○の時は、１日○時間まで、○回を限度として１ヶ月○時間まで
、年に○時間できる

土 日 祝 その他 毎 週 年末年始（１２／２９～１／３）、
夏期休暇（７～９月の間に５日間
）、ＧＷ など

加入
あり （勤続 年以上）
あり （一律 歳）
あり （上限 歳まで）
なし

　　　求人票（高卒）3

上から四角で隠している
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令和８年４月１日（予定）

月 日
以降随時

月 日
以降随時

可
（令和 年 月 日以降）

可 補足事項欄参照

新潟県新潟市中央区美咲町１－２－１ 新潟美咲合同庁舎２号館

履歴書：手書き・パソ
コン作成どちらでも可

総務人事課長 エチゴ ジロウ
越後 二郎

・試用期間中（３か月）は、固定残業代の支給なし
（残業した分は別途時間外手当として支給）

・入居可能住宅：月額３０，０００円（光熱費込み）
【選考方法について】
・適性検査：〇〇テスト
【応募前職場見学について】
高等学校ごとにまとめて進路指導担当者よりお申し込みください。
７月２０日以降個別に対応予定です。

【特別に支払われる手当】
・資格手当：当社が定める資格の保有者に対し、月１万円支給

【求める人物像】
・新しいことを学ぶことが好きな方
・周りの人と協力して仕事をやり遂げることに達成感を感じる方

可
（卒業後概ね 年以内）

随時 なし

令和 令和 令和 令和 令和 令和
事務職の情報

あり 新入社員導入研修、英語講座（通信制）、簿記検定講座（社外講座）、
管理職研修 等

あり 業務に資するとして会社が認めた資格について取得費用の全額補填

あり

あり 入社直後、入社３年目等の節目に人事担当者によるキャリア等に関
する相談を実施

あり 安全衛生に関する社内認定試験を実施

事務職の情報

電子応用装置製造業 新潟県新潟市中央区

可

−56−

　
　

求
人
の
流
れ
に
つ
い
て

Ⅱ　

高
等
学
校
卒
業
者
対
象



－32－

Ⅰ

令和

　　　紹介状（高卒用様式）4

※本様式は、新潟県内の学校・ハローワークで使用しているものとなります。

（お願い）
選考結果・募集状況につい
ては、専用のインターネット
サイトから、別紙「高卒求人
選考結果・募集状況報告」に
より、選考の都度速やかにご
報告をお願いします。
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Ⅰ Ⅰ

－33－

令和

　　　採否結果通知書（高卒用様式）5

※採否はできるだけ即決とし、学校を通じて遅くとも 7日以内に本人に通知してください。
※�求人票の記載内容と実際が異なる事案が頻発していることの対策として、「求人票の労働条件との相違」欄をもうけて
いることにご理解ください。

※本様式は、新潟県内の学校・ハローワークで使用しているものとなります。

このたび貴校よりご紹介いただいた方の選考結果について、下記のとおり決定いたしましたので、ご通知申し上げます。
また、採用内定通知書（選考結果通知書）を同封しますので、本人あて交付下さい。
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　　　高校求人選考結果・募集状況報告（高卒用様式）6

●右記「回答フォーム入力方法」をご確認の上、下記

　求人に対する選考結果及び募集状況についてご回答

　をお願いします。

紹介を受けた求人の番号及び職種（紹介状からリンク表示）

求人番号 -

職種

高卒求人選考結果・募集状況報告

選考結果・募集状況は、学校への採否結果通知書とは別に報告が必要です。

イインンタターーネネッットト上上のの回回答答フフォォーームムかからら選選考考後後速速ややかかににハハロローーワワーーククへへごご報報告告ををおお願願いいししまますす。。

②【ハローワークHPサイト（新潟ワークナビ）からアクセス】
・検索サイトで『新潟ワークナビ』と検索し、

サイトにアクセス。

・トップページの画面下部『各種バナー』の

を選択。

回答フォーム入力方法

こちらのバナーからアクセス

①【URLまたはQRコードからアクセス】
https://jsite.mhlw.go.jp/form/pub/roudou15/kosotsukekka 

新潟ワークナビ 検索

回答フォームアクセス方法（①または②によりアクセス）

※トップページから下にスクロール

『合計採用者数』

今回報告する求人

の採用延べ人数を

入力。

『求人募集につい

て』

今後の求人募集に

ついて、「継続する」、

「終了する（充足の

ため）」、「終了する

（受付期間満了のた

め）」の中から選択。

『募集人数』

「継続する」を選択し

た場合、残りの募集

人数を入力。

『出身校名』

選考を行った生徒

の学校名を入力し、

「採用者数」、「不採

用者数」を入力。

※一度に最大で５校

まで入力ができます。

６校以上となる場合は、

下欄に「選考を行った

学校名」、「採用者数」、

「不採用者数」を入力

してください。

『事業所名』

報告を行う事業所

名を入力。

『求人番号』

選考を行った求人

の番号を入力。

『職種』

選考を行った求人

の職種名を入力。

『採用担当者』

採用担当者の氏名

を入力。

『電話番号』

採用担当者と連絡

が取れる電話番号

を入力。
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　　　全国高等学校統一応募用紙（履歴書）7
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Ⅰ

－37－

令和

令和

令和

　　　選考期日通知書　参考文例9

　　　採用内定通知書　参考文例10

※応募書類を受理したらすぐに、選考の日時、場所等を必ず学校を通じて本人へ文書で通知してください。
（必ず文書で通知してください。）

※採否はできるだけ即決とし、学校を通じて遅くとも 7日以内に本人に通知してください。
※「採用内定・労働契約締結に当たって遵守すべき事項等」については、139ページを参照してください。
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Ⅰ

様

※入社承諾書については、事業所の一方的な解約権等をつけないでください。

令和

令和

　　　選考結果通知書　参考文例11

　　　入社承諾書　参考文例12

※不採用者の応募書類はご返却ください。
採否はできるだけ即決とし、学校を通じて遅くとも 7日以内に本人に通知してください。
（必ず文書で通知してください。）

先日は弊社の面接選考試験にお越しいただきありがとうございました。
厳正なる選考の結果、誠に残念ではございますが、今回は、採用を見送らせていただく
ことになりました。
貴重な時間を割いてお越しいただいたにもかかわらず、ご期待に添うことができません
でしたが、何卒ご了承下さいますようお願いいたします。
末筆ながら、○○○〇様の今後のご活躍をお祈りしております。
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Ⅰ

様

※入社承諾書については、事業所の一方的な解約権等をつけないでください。

　　　労働条件通知書（見本）13
通知書の電子データは、厚生労働省ホームページ（右記QRコー
ド、又は下記URLを入力）から取得いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_
roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html
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つ
い

て
は
、

労
使

間
の

紛
争

の
未

然
防
止

の
た

め
、

保
存

し
て

お
く
こ

と
を

お
勧

め
し

ま
す

。

 

（
裏
）

（
一

般
労

働
者

用
；

常
用

、
有

期
雇
用

型
）

労
働

条
件

通
知

書

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

年
月

日

殿

事
業

場
名

称
・

所
在

地

使
用

者
職

氏
名

契
約

期
間

 
期

間
の
定

め
な

し
、

期
間

の
定

め
あ
り

（
年

月
日
～

年
月

日
）

 
※

以
下
は

、
「

契
約

期
間

」
に

つ
い
て

「
期

間
の

定
め

あ
り

」
と
し

た
場

合
に

記
入

 
１

契
約

の
更

新
の

有
無

自
動

的
に

更
新

す
る

・
更
新

す
る
場

合
が

あ
り

得
る

・
契

約
の
更

新
は

し
な

い
・

そ
の

他
（

）

２
契
約

の
更

新
は

次
に

よ
り

判
断
す

る
。

・
契

約
期

間
満

了
時

の
業

務
量

・
勤

務
成

績
、

態
度

・
能

力
 

・
会

社
の

経
営

状
況

・
従

事
し

て
い

る
業

務
の

進
捗

状
況

 
・

そ
の

他
（

）
 

３
更
新

上
限

の
有

無
（

無
・

有
（
更

新
回

ま
で

／
通
算

契
約
期

間
年

ま
で

）
）

【
労
働
契
約
法
に
定
め
る

同
一
の
企
業
と
の
間
で

の
通
算
契
約
期
間
が
５
年
を
超
え
る
有
期
労
働
契
約
の
締
結
の
場
合
】

 
本
契
約
期
間
中
に
会
社
に
対
し
て
期
間
の
定

め
の
な
い
労
働
契
約
（
無
期
労
働
契
約
）
の
締
結
の
申
込
み
を

す
る
こ
と

に
よ
り
、
本
契
約
期
間
の
末
日
の
翌
日
（

年
月

日
）
か
ら
、
無
期
労
働
契
約
で
の
雇
用
に
転
換
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
の
本
契
約
か
ら
の
労
働
条
件
の
変
更
の
有
無
（

無
・

有
（
別
紙
の
と
お
り
）

）
 

【
有
期
雇
用
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
例
の
対
象
者

の
場
合
】

無
期
転
換
申
込
権
が
発
生
し
な
い
期
間
：

Ⅰ
（
高
度
専
門
）・

Ⅱ
（

定
年
後
の
高
齢
者
）

Ⅰ
特
定
有
期
業
務
の
開
始
か
ら
完
了
ま
で

の
期
間
（

年
か
月
（
上
限

年
））

Ⅱ
定
年
後
引
き
続
い
て
雇
用
さ
れ
て
い
る

期
間

 
就

業
の
場

所
（

雇
入
れ

直
後

）
（

変
更

の
範

囲
）

従
事

す
べ

き

業
務

の
内

容

（
雇

入
れ

直
後

）
（

変
更

の
範

囲
）

【
有
期
雇
用
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
例
の
対
象
者
（
高
度
専
門
）
の
場
合
】

・
特
定
有
期
業
務
（

開
始
日
：

完
了
日
：

）

始
業

、
終

業
の

時
刻

、
休

憩
時

間
、

就
業

時
転

換
1
～

5
の

う
ち
該

当
す

る
も

の
一

つ
に

○
を

付
け

る
こ

と
。

、
所
定

時

間
外

労
働

の
有

無
に

関
す

る
事

項

１
始
業

・
終

業
の

時
刻

等

1
 始

業
（

時
分
）

終
業
（

時
分
）

【
以
下

の
よ

う
な

制
度

が
労

働
者
に

適
用

さ
れ

る
場

合
】

2
 変

形
労

働
時

間
制

等
；

（
）
単

位
の

変
形

労
働

時
間
制

・
交

替
制

と
し

て
、

次
の
勤

務
時

間

の
組

み
合

わ
せ

に
よ

る
。

  
 

始
業
（

時
分

）
 終

業
（

時
分
）

 （
適
用
日

）

  
 

始
業
（

時
分

）
 終

業
（

時
分
）

 （
適
用
日

）

  
 

始
業
（

時
分

）
 終

業
（

時
分
）

 （
適
用
日

）

  
3

 ﾌ
ﾚ
ｯ
ｸｽ
ﾀ
ｲ
ﾑ制

；
始

業
及

び
終
業

の
時

刻
は

労
働

者
の

決
定
に

委
ね

る
。

（
た

だ
し

、
ﾌ
ﾚ
ｷ
ｼﾌ
ﾞ
ﾙ
ﾀｲ
ﾑ
（
始

業
）

時
分
か

ら
時

分
、

 
（

終
業
）

時
分

か
ら

 時
分
、

  
  

  
  

  
 ｺ

ｱﾀ
ｲ
ﾑ

  
  

  
  

時
分
か

ら
 時

分
）

4
 事

業
場

外
み

な
し

労
働

時
間
制

；
始

業
（

時
分

）
終
業

（
時

分
）

5
 裁

量
労

働
制

；
始

業
（

時
分
）

 終
業
（

時
分

）
を

基
本

と
し

、
労

働
者

の
決
定

に
委

ね

る
。

○
詳

細
は

、
就

業
規

則
第

条
～

第
条
、

第
条
～

第
条

、
第

条
～
第

条

２
休
憩

時
間

（
）

分

３
所
定

時
間

外
労

働
の

有
無

（
有

，
無

）

休
日

・
定

例
日

；
毎

週
曜

日
、

国
民
の

祝
日

、
そ

の
他

（
）

・
非

定
例

日
；

週
・

月
当

た
り

日
、
そ

の
他

（
）

・
１

年
単

位
の

変
形

労
働

時
間

制
の
場

合
－

年
間

日
○

詳
細
は

、
就

業
規

則
第

条
～

第
条
、

第
条
～

第
条

休
暇

 
１

年
次

有
給

休
暇

６
か
月

継
続
勤

務
し

た
場

合
→

日
継

続
勤

務
６
か

月
以

内
の

年
次

有
給

休
暇

（
有

・
無

）
→

か
月

経
過

で
日

時
間
単

位
年
休

（
有

・
無

）
２

代
替

休
暇

（
有

・
無

）
３

そ
の

他
の

休
暇

有
給
（

）
無

給
（

）
○

詳
細
は

、
就

業
規

則
第

条
～

第
条
、

第
条
～

第
条

 
（

次
頁

に
続

く
）

（
裏
）
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－40－

Ⅰ

２０２４年４⽉から

が変わりました
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－40－

Ⅰ

「高卒就職情報ＷＥＢサービス」ホームページ（https://koukou.gakusei.hellowork.

mhlw.go.jp/）の「全国高等学校便覧」を選択してください。

生徒が、応募前に職場を見学することにより、実際の仕事や職場への理解を深め、応募先企業を自

ら選定・確認できるよう「応募前職場見学」の実施をお願いします。

企業や仕事の説明、仕事場や施設の見学などを計画していただける事業主の皆様には、求人申込み

の際に「応募前職場見学欄」の「可」にチェックしていただき、特定予定日を設定する場合は補足事

項欄への記載をしていただくようお願いします。

なお、実施予定日は、夏休み期間等学事日程の影響等の少ない時期・日時で計画されますよう御協

力ください。
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令和
様式 17 

  年  月  日 

（事業所名）
人事担当者 殿

（学校名）

学校長
連絡先電話番号

連絡先教諭名

職場見学のお願い

この度、別紙の生徒が、貴社の見学を希望していますので、受入れ方よろしくお願
いします。 

また、職場見学をその後の就職指導に役立てるため、職場見学確認書に貴社の
人事担当者の署名をいただいて帰るよう生徒に指導しています。誠に恐縮ですが、

別紙の確認書にご記入の上、生徒にお渡しくださるようお願いいたします。 
 

《お願い》 
職場見学は、生徒が応募先を決定するのに先立って、実際の仕事や職場への理

解を深めるために行うものです。 
  そのため、職場見学の受入れに当たっては、採用選考とならないよう、次につい

てご留意いただくようお願いいたします。 

 

○ 応募書類をはじめとして生徒に書類の提出を求めないでください。 

○ 採用選考に直接つながる質問をしたり、内定と受け取られるような話をしたり

しないようにしてください。 
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高等学校卒業予定者の就職問題に関する申し合わせ
新潟県高等学校就職問題検討会議において、高等学校卒業予定者の応募・推薦について下記のとおり申し合

わせを行うこととする。
令和 8年度卒業予定者について、下記のとおりとする。

令和 7年度新潟県高等学校就職問題検討会議確認事項
令和 9年 3月新規高等学校卒業予定者の企業への応募・推薦については、令和 8年 9月30日までは従来どお

り 1人 1社とし、採用選考日が10月 1 日以降は 1人 2社まで応募・推薦を認めることについて、下記事項を確
認するものとする。
1 　応募・推薦について
（1）対象となる生徒

複数応募できる対象者は、 9月30日までに採用が内定していない者とする。
ただし、 9月30日までに採用試験を受け、採否結果がまだ出ていない者は対象外とする。

（2）対象企業
10月 1 日以降に採用選考を実施する全ての企業とする。

（3）他都道府県への応募について
10月 1 日以降選考日の県外応募については、応募先都道府県の申し合わせ事項に基づくとともに、県内
外を含めて受験できる企業数は、本県申し合わせ事項による 2社以内とする。

（4）その他
①　企業は、求人票に採用選考日の記載がない場合には、応募書類を受領した後、速やかに採用選考日を
学校を通じて生徒に通知することとし、採用選考結果については最終の採用選考日から原則として 7日
以内に通知すること。
また、内定辞退者があった学校に対して、次年度以降も従来と同様に取り扱うこと。

②　生徒は、企業から採用内定通知が届いた時には、 7日以内に入社承諾書を事業主へ提出すること。
なお、企業が入社承諾書の提出期限を指定した場合はその期日までに提出すること。
入社承諾書を提出した生徒は、内定辞退や他社への応募は行わないこと。
また、入社承諾書を提出した生徒は、同時に、応募・受験している企業に対し採用内定辞退届又は応
募取消届を提出すること。

2 　「申し合わせ」の周知について
各公共職業安定所は、企業からの求人申込みの際、この「申し合わせ」を添付し、その趣旨の理解を図

るものとする。
また、各高等学校等は、学校内の教職員はもとより、生徒への周知徹底を図るものとする。

令和 8年 2月20日
新潟県高等学校就職問題検討会議

採用選考日が10月 1 日以降の場合、高校生は １人 ２ 社まで応募・推薦ができること
になっています。（令和 ８年 ３月卒業者から実施）※都道府県毎に取扱いが異なります。
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（参考：前年度）
都道府県高等学校就職問題検討会議における申し合わせ等

（令和 8年 3月卒業者の応募・推薦について）
� 令和 7年 6月現在
※最新の状況は、「高卒就職情報WEB提供サービス」の「検討会議実施結果」をご確認ください。

都道府県

令和７年３月卒業者の応募・推薦方法

備　　　考①
1　人
1社制

②
当初から
複数可

③
一定期日
後複数可

1 北海道 〇 １０月３１日までは １人 １社制、１１月 １ 日以降 １人 ２社まで応募・推薦を可能とする。
（ただし、就職面接会で応募する場合は期間にとらわれず１人 ２社以上応募・推薦を可能とする。）

2 青 森 〇 ９月中は １人 １社制、１０月 １ 日以降 １人 ２社まで応募・推薦を可能とする。
（ただし、県外の企業に応募する場合は、応募先の都道府県の応募・推薦の申し合わせを適用する。）

3 岩 手 〇 ９月中は １人 １社制、１０月 １ 日以降 １人 ２社まで応募・推薦を可能とする。

4 宮 城 〇 ９月中は１人 １社制、１０月１日以降県内外を含めて１人 ３社まで応募・推薦を可能とする。
（ただし、県外の企業に応募する場合は、応募先の都道府県の応募・推薦の申し合わせを適用する。）

5 秋 田 〇 当初から １人 ３社まで応募・推薦を可能とする。
（ただし、県内求人事業所に応募・推薦する場合に限る。）

6 山 形 〇 ９月中は １人 １社制、１０月 １ 日以降 １人 ３社まで応募・推薦を可能とする。

7 福 島 〇 ９ 月中は １ 人 １ 社制、１０月 １ 日以降は事業主の承諾を得た場合に限り同時に ２社まで
応募を可能とする。

8 茨 城 〇 当初から １人 ２社まで応募・推薦を可能とする。
（ただし、指定校求人以外の公開求人とするが、求人者が複数応募を認めた場合に限る。）

9 栃 木 〇 ９月中は １人 １社制、１０月 １ 日以降 １人 ２社まで応募・推薦を可能とする。

10 群 馬 〇 ９月中は １人 １社制、１０月 １ 日以降 1人 ２社まで応募・推薦を可能とする。

11 埼 玉 〇 当初から複数の応募・推薦（原則 2社まで）を可能とする。
（ただし、指定校求人に応募していない者。単願応募のみ可能としている公開求人に応募していない者とするが、求人者が複数応募を可能とした場合に限る。）

12 千 葉 〇 ９月中は １人 １社制、１０月 １ 日以降 １人原則 ２社まで応募・推薦を可能とする。
（ただし、県外の企業に応募する場合は、応募先の都道府県の応募・推薦の申し合わせを適用する。）

13 東 京 〇 ９月中は １人 １社まで、１０月 １ 日以降 １人 ２社まで応募・推薦を可能とする。
（ただし、都外の企業に応募する場合は、応募先の道府県の応募・推薦の申し合わせを適用する。）

14 神奈川 〇 ９月中は １人 １社制、１０月 １ 日以降 １人 ２社まで応募・推薦を認める。

15 富 山 〇 １０月３１日までは １人 １社制、１１月 １ 日以降 １人 ３社まで応募・推薦を可能とする。
（ただし、県外の企業に応募する場合は、応募先の都道府県の応募・推薦の申し合わせを適用することが望ましい。）

16 石 川 〇 １０月３１日までは １人 １社制、１１月 １ 日以降複数応募・推薦を可能とする。

17 福 井 〇 ９月中は １人 １社制、１０月 １ 日以降複数応募・推薦を可能とする。

18 山 梨 〇 １０月１４日までは １人 １社制、１０月１５日以降複数応募・推薦を可能とする。

19 長 野 〇 １０月１５日までは １人 １社制、１０月１６日以降 １人 ２社まで応募・推薦を認める。

20 岐 阜 〇 １０月３１日までは １人 １社制、１１月 １ 日以降 １人 ２社まで応募・推薦を可能とする。
（ただし、県外の企業に応募する場合は、応募先の都道府県の応募・推薦の申し合わせを適用する。）

21 静 岡 〇 １０月１５日までは １人 １社制、１０月１６日以降 １人 ３社まで応募・推薦を可能とする。

22 愛 知 〇 １０月３１日までは １人 １社制、１１月 １ 日以降 １人 ２社まで応募・推薦を可能とする。
（ただし、県外の企業に応募する場合は、応募先の都道府県の応募・推薦の申し合わせを適用する。）

23 三 重 〇 １０月３１日までは １人 １社制、１１月 １ 日以降 １人 ２社まで応募・推薦を可能とする。
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都道府県

令和７年３月卒業者の応募・推薦方法

備　　　考①
1　人
1社制

②
当初から
複数可

③
一定期日
後複数可

24 滋 賀 〇 ９ 月中は １ 人 １ 社制、１０月 １ 日以降未充足求人に限り １ 人 ２ 社まで応募・推薦を可能
とする。

25 京 都 〇 １０月１５日までは １人 １社制、１０月１６日以降 １人 ２社まで応募・推薦を可能とする。

26 大 阪 〇 当初から １人 ２社まで応募・推薦を可能とする。
（ただし、指定校求人以外の公開求人とするが、求人者が複数応募を認めた場合に限る。）

27 兵 庫 〇 １０月３１日までは １人 １社制、１１月 １ 日以降 １人 ２社まで応募・推薦を可能とする。
（ただし、県外の企業に応募する場合は、応募先の都道府県の応募・推薦の申し合わせを適用する。）

28 奈 良 〇 １０月３１日までは １人 １社制、１１月 １ 日以降 １人 ２社まで応募・推薦を可能とする。
（ただし、県外の企業に応募する場合は、応募先の都道府県の応募・推薦の申し合わせに準ずる。）

29 和歌山 〇 当初から県内企業に限り、複数応募・推薦を可能とする。
（ただし、求人者が複数応募を認めた場合に限る。県外の企業に応募する場合は、応募先の都道府県の応募・推薦の申し合わせを適用する。）

30 鳥 取 〇 ９月中は １人 １社制、１０月 １ 日以降 １人 ２社まで応募・推薦を可能とする。

31 島 根 〇 １０月３１日までは １人 １社制、１１月 １ 日以降 １人 ２社まで応募・推薦を可能とする。

32 岡 山 〇 １０月３１日までは １人 １社制、１１月 １ 日以降複数応募・推薦を可能とする。

33 広 島 〇 ９月中は １人 １社制、１０月 １ 日以降複数応募・推薦を可能とする。

34 山 口 〇 ９月中は １人 １社制、１０月 １ 日以降 １人 ２社まで応募・推薦を可能とする。

35 徳 島 〇 １０月１５日までは １人 １社制、１０月１６日以降 １人 ２社まで応募・推薦を可能とする。

36 香 川 〇 ９月中は １人 １社制、１０月 １ 日以降複数応募・推薦を可能とする。
（ただし、県外の企業に応募する場合は、応募先の都道府県の応募・推薦の申し合わせを適用する。）

37 愛 媛 〇 ９月中は １人 １社制、１０月 １ 日以降 １人 ２社まで応募・推薦を可能とする。

38 高 知 〇 ９ 月中は １ 人 １ 社制、１０月 １ 日以降は事業所の了解のもと １ 人 ２ 社まで応募・推薦を
可能とする。

39 福 岡 〇 １０月３１日までは １人 １社制、１１月 １ 日以降 １人 ２社まで応募・推薦を可能とする。

40 佐 賀 〇 ９月中は１人 １社制、１０月１日以降求人者の承諾を得た場合に限り１人 ２社まで応募・推薦を可能とする。
（ただし、県外の企業に応募する場合は、応募先の都道府県の応募・推薦の申し合わせを適用する。）

41 長 崎 〇 １０月１４日までは １人 １社制、１０月１５日以降複数応募・推薦を可能とする。

42 熊 本 〇 １０月１５日までは １人 １社制、１０月１６日以降 １人 ２社まで応募・推薦を可能とする。

43 大 分 〇 ９月中は １人 １社制、１０月 １ 日以降 １人 ２社まで応募・推薦を可能とする。

44 宮 崎 〇 ９月中は １人 １社制、１０月 １ 日以降 １人 ２社まで応募・推薦を可能とする。

45 鹿児島 〇 ９月中は １人 １社制、１０月 １ 日以降 １人 ２社まで応募・推薦を可能とする。
（ただし、高校生のための就職面接会を通じた応募は複数応募可能とする。）

46 沖 縄 〇 当初から １人 ３社まで応募・推薦を可能とする。
（ただし、県外の企業に応募する場合は、応募先の都道府県の応募・推薦の申し合わせを適用する。）

−70−

　
　

求
人
の
流
れ
に
つ
い
て

Ⅱ　

高
等
学
校
卒
業
者
対
象


	空白ページ

